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１ 監査の対象  

  建設部に係る財務に関する事務の執行状態並びに事業の管理状態について監査

を実施。 

 

 

２ 監査基準日・監査の範囲  

  平成２１年１２月３１日現在の財務及び事務に関すること 

 

 

３ 監査の実施日 

建設部 区画整理事務所   平成２２年２月１５日 午前９時から 

〃  管理総務課     平成２２年２月１５日 午前１１時から 

〃  まちづくり整備課  平成２２年２月１５日 午後１時３０分から 

〃  土木課       平成２２年２月１５日 午後３時３０分から 

 

 
４ 監査の方法 

監査の対象となった一般会計の下記項目について、建設部から提出された資料に

基づき説明聴取を行うとともに、関係帳簿、証憑書類の突合及び計算突合等により

関係諸記録を相互に付き合わせ、その記録又は計算の成否を確かめた。 

 １「平成２０年度定期監査指摘要望事項措置状況報告書」 

２「職員の事務分掌表」 

３「主要事務事業の概要」 

４－①「懸案事項及び業務に関する問題点」 

４－②「指定事項調書」 

  【区画整理事務所】 

① 区画整理事業もほぼ完了に近づいてきているが、現在までの状況と今

後の事業予定について 

【管理総務課】 

①市営住宅の耐震診断の状況 

②市内管理道路の未登記部分の現状把握状況と現在までの登記の進捗状

況について 

【まちづくり整備課】 

①緑の基本計画策定事業の進捗状況について 

②石和温泉駅周辺整備事業の進捗状況について 

③公園遊具等の事故件数（内容も含む）及びその対応について（平成１９

年度～現在まで） 

【土木課】 

①４月に工事監査を行なった西田川改修工事のその後の進捗状況につい

て（用地買収等の状況） 

②地区要望に関する優先順位の対応率が昨年度は 45.2％であったが、本年

度の対応率及び対応率向上のための施策について 

③リニア対策事業の現在までの進捗状況と今後の問題点（地区住民対応）

について 



 

- 2 - 

５－①「委託契約（一般委託）（予定）調書」 

５－②「委託契約（工事関連委託）（予定）調書」 

６「負担金補助及び交付金支出（予定）状況調書」 

７「工事請負実施関連（予定）調書」 

８「公有財産購入に関する調書」 

９「歳入状況調書」 

10「歳出状況調書」 

11「滞納状況調書」 

13「賃貸借に関する調書」 

14「指定管理施設に係る修繕費の状況」 

16「郵便切手受払状況」 

 

 

５ 監査の着眼点 

  監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。 

・ 事務事業が法、条例規則等に則り適正に行われているか。 

・ 住民サービス向上の観点から、現行の事務事業が適正なものか否か。 

・ 歳入歳出予算の執行が適切に行われているか。 

・ 契約事務の手続は適切か。 
 

 

６ 監査の結果 

 （１）予算・財務に関する事務 

    平成２１年１２月３１日現在における建設部から提出された一般会計歳入

歳出状況調書の金額は、監査の結果関係帳簿等の記載金額と一致し適正に執行

されていた。支出伝票関係については、検査の結果適正に処理されていた。な

お、郵便切手は区画整理事務所で該当があったが、受払状況については、切手

保管枚数と受払簿に間違いがなく、受払が適正に行われていたことを確認した。 

 

 （２）事務・事業の執行状況 

    建設部に係る主な事務事業の執行については、良好であると認められる。 

    なお、監査において気がついた点を後述するので、今後適切な措置を講じら

れたい。 

 

 

７ 指摘・要望事項 

区画整理 
事務所 

事務

事業 

①今後とも区画整理事業については、法令に則り、関係機関等

と十分協議しながら、早期完成に向けて取り組みを図られた

い。 

管理総務課 事務

事業 

①市営住宅使用料の滞納については、公平性面や入居待機者も

たくさんいることから、高額滞納者については保証人と交渉

するなど、市住宅条例や施行規則に則り、毅然たる態度を示

し、早急に未納解消に努めること。 
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①石和温泉駅前周辺整備事業については、市民の利便性や観光

客の交流拠点の充実化ため、関係機関とも十分協議をして、

早期完成に向けて努力をすること。 

まちづくり

整備課 
事務

事業 
②石和温泉駅前公園の噴水及び遊水池については、現在水が出

ておらず、市民及び観光客から見てもあまり見栄えのするも

のではない状態になっているので、子供が遊んでいて水溜ま

り等に転落する可能性もあるので、修繕または他の利用方法

を早急に検討して、憩いの場所として誰もが気持ちよく利用

出来る公園の管理を行うこと。 

①リニア実験線の工事にともなう土砂運搬道路においては、大

きな交通事故は現在のところ発生はしていないが、今後とも

事故等の無いように、万全な安全対策を講じられたい。 

土木課 事務

事業 
②渋川排水機の管理については、既に耐用年数が過ぎた状態で

管理をしているが、修繕、新規入替等については大きなお金

が発生すると考えられるので、今後の管理方法等について県

等とも協議をして、これからの大水害等に対応できるように

しておくこと。 
 
 
８ 前年度定期監査指摘要望事項に対する対応措置について 

  平成２０年度定期監査において指摘された事項については、以下のとおりその対

応措置が示された。 

 
【区画整理事務所】 
《指摘要望事項①》 

  区画整理事業の終了年度が迫っている。未執行となっている事業については、法令に則り、

関係機関等と十分協議しながら、慎重且つ毅然とした体制での取り組みを図られたい。 

《対応措置の内容》 

  移転交渉が難航している㈱内藤・内藤凱士の建物移転は、8 月 25 日に直接施行を実施するこ

とで平成 21 年度当初から国、県、警察署、消防署、供給施設管理者（温泉・上下水道・東電・

NTT・CATV 等）等の関係機関と具体的な協議を行う一方、顧問弁護士への相談、権利者との移

転交渉を継続実施しました。その結果、執行前日の 8 月 24 日に権利者と移転方法について合意

し、協議型の直接施行へと移行しました。11 月 20 日から権利者立会いのもと、建物移転に着

手し、平成 22 年 1 月中旬に完了しました。現在は、権利者との補償交渉及び道路構造等の公共

整備工事を施工中であり、完成は本年夏ごろとなる予定です。 

《指摘要望事項②》 

石和駅前土地区画整理推進協議会活動費補助金については、事業目的が達成された時点

で終了できるようにすること。 
《対応措置の内容》 

石和駅前土地区画整理推進協議会は、事業着手当初より関係権利者等で構成された組織

であり事業推進を目的に研修や話し合い等を主な活動として運営されてきました。今後、

事業は公共施設整備工事等のハード面では平成 22 年度内に完成予定であり、あわせて事業

の完了となる平成 24 年度の換地処分公告に向けての準備を実施していきます。これは、測

量や権利関係等の整理を行い、字界変更、清算、登記等を実施します。石和駅前土地区画

整理推進協議会は、今後、事業がスムーズに完了するよう換地処分に向けての権利者の研

修、事例研究等を実施していただき、あわせて完了後の将来のまちづくり等の研修も実施

していただく予定です。補助金については、事業完了後の平成 24 年度をもって終了する予

定です。 
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《指摘要望事項③》 

石和温泉駅前広場運営協議会負担金については、新規事業であり、内容等が十分把握で

きないので、事業終了後速やかに決算書の提出と内容説明をお願いしたい。 

《対応措置の内容》 

石和温泉駅前広場は、JR と市の所有地に平成 20 年 4 月に完成したものであり、広場の管理

運営を行うため、関係機関である市、JR、県、笛吹警察署、タクシー協会、利用バス会社、旅

館組合、地元住民代表で石和温泉駅前広場運営協議会を構成、副市長が会長、JR 石和温泉駅長

が副会長となっています。事業内容は、広場及び足湯の円滑な管理運営を目的とし、清掃、施

設管理維持、植栽（バラ）管理、使用許可等の業務を行っています。運営費は、市の負担、タ

クシー6 社の利用者負担となっています。主な支出としては、照明灯等の電気料、清掃業務委

託料、バラ管理料、施設消耗品等となっています。また、広場の植栽であるバラは、「笛吹ロー

ズクラブ」のボランティア活動により、花殻摘み、剪定等を行われ、駅を利用する観光客、市

民の方々をより良い状態で迎えられています。 

《指摘要望事項④》 

伝票の決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 

伝票の決裁日の記入については、十分注意し、記入漏れのないようにします。 

《指摘要望事項⑤》【石和温泉駅前広場築造工事指摘】 

広場東側駐車スペースにおいては、歩行者が歩道や横断歩道を利用せず、車道を歩行する場

面が見受けられる。事故防止のための措置を講じられたい。 

《対応措置の内容》 

現在、検討中ですが、構造的な施設等の設置は、現状では困難と思われますが、看板の設置

等による利用者への啓蒙を考えています。 

 

【管理総務課】 

《指摘要望事項①》 

  市営住宅使用料の滞納については、引き続き縮減に努力するとともに、高額滞納者につ

いては保証人と交渉するなど、早急に具体的な対策を講じること。 

《対応措置の内容》 

  長期滞納を未然に抑制するため、滞納初期段階での納付指導を強化するとともに、夜間等の

臨戸訪問、督促状・催告書の送付、電話での催告も継続して実施した。 

《指摘要望事項②》 

  雇用促進住宅の購入については、建物の状態や価格、入居希望など多角的に検討し、結

論を出すこと。 

《対応措置の内容》 

  昭和 27 年～37 年に建築された木造住宅・耐震補強不可能・耐震補強必要な住宅があり、老

朽化・地震により居住の用に供する危険な状態にあるため、国の規制改革推進により雇用促進

住宅の譲渡を 22 年度中に受け、代替住宅として購入し既入居者への安心安全な住居を供給しま

す。また、現在市営住宅入居待機者の解消に有効活用します。 

《指摘要望事項③》 

  伝票の決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 

《対応措置の内容》 

  単純なミスである為、決裁時点で徹底したチェックを行います。 

 

【まちづくり整備課】 

《指摘要望事項①》 

  市の直営により管理されている公園については、担当による巡回、清掃等が行われてい

る状況である。しかし、公園利用者が増加する時期には、定期的な巡回、清掃のみでは十

分な管理ができない状況となることから、時期による巡回頻度の見直し等により、常に快

適な公園利用が図られるよう配慮されたい。 

《対応措置の内容》 
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  市で管理しております 25 公園のうち、8 公園は指定管理を導入し、業者及び行政区に委託し

ており、残りの 17 公園が直営で管理している公園であります。公園管理を行う担当としては、

25 公園全てを毎月 1～2 回の巡回・点検・清掃などを行い、全ての公園の状況把握する必要が

あります。時には、水道やトイレ、東屋などありとあらゆるいたずらがされており、修理、修

繕を早急に行っており、公園利用者が常に快適に利用できるように努めます。特に、春の花見

シーズンや 5 月の連休前後、夏休み前後（夜間巡回含む）、秋の行楽シーズン中などには、巡回

回数を 1～2回増やし対応に努めます。また、指定管理業者にも観光シーズンや夏休みなどには、

巡回頻度を増やして対応していただき、快適な公園管理に努めてもらうよう指導する。 

《指摘要望事項②》 

  公園遊具については、個々の遊具の状況に対応した適切な点検頻度の設定、計画的な部

材の交換、補修計画の策定等、遊具の老朽化対策、安全点検体制の強化に取り組まれたい。 

《対応措置の内容》 

公園遊具については、法定点検を年 1 回特定業者に委託し、実施しております。また、担当

による公園巡回時には、必ず遊具 1台ごとに点検（キズの確認、色あせ、錆び状況、腐食状況、

接合部分の確認）に加え、必ず動かして確認を行っており、修復、修理内容が軽微なものにつ

いては、担当がその場で修理を行い、大掛かりなものについては、業者に修理を依頼し速やか

に対応しております。また、公園管理台帳の整備も随時図り、各公園にある遊具の設置年度等

も明確にするとともに、今後は遊具長寿化計画の策定や安全対策の強化に努めたい。 

《指摘要望事項③》 

  市財務規則では、請書による契約は、契約金額が 100 万円以下のものとされているが、

請書により執行されている 100 万円以上の契約があった。財務規則を遵守した契約の締結

を行うこと。 

《対応措置の内容》 

  今後は二度と同じ間違いのないよう慎重に対応し、常に軽微な修理や修繕工事などが多いた

め、執行する前には必ず財務規則等の確認と関係部署（管財課）と事前協議をしてから執行す

るように努めます。 

《指摘要望事項④》 

平成 20 年度末には、市都市計画マスタープランが策定、公表される。以降、付随する各

種計画の策定を推進し、具体的施策の実行を図られたい。伝票の決済日が記入されていない

ものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 

  都市計画マスタープランに付随する各種計画の策定事業状況 

  ①緑の基本計画策定事業 

   ・緑に関する総合的な計画として、都市公園の整備、公共施設や民有地の緑化、緑の普及

啓発活動や仕組みなどにおいて、市民・事業者・行政が共同して取り組むための指針を

策定。 

策定期間 平成 21 年度～平成 22 年度 

  ②景観計画策定事業 

   ・笛吹市の優れた景観を保全し、ふさわしい景観づくりと地域の特性を活かした景観形成

を推進するため策定。 

     策定期間 平成 21 年度～平成 23 年度 

  ③住宅マスタープラン策定事業 

   ・住宅政策の指針として、市内における住宅供給の現況把握や市民ニーズの動向調査等を

含めて策定。加えて、市内の公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実現するため

に、公営住宅等長寿命化計画も策定。 

     策定期間  平成 22 年度 

《指摘要望事項⑤》 

伝票の決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 

  伝票の決裁後、会計課に提出の際、各担当者及びリーダー等でダブルチェックを行い、記入

漏れを無くして行く。 
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【土木課】 

《指摘要望事項①》 

  相当数の測量、設計業務が委託されている。職員配置のあり方について担当部局と連携

し、より効率的な事業執行体制の整備を図ること。 

《対応措置の内容》 

  課内において、技術系職員を配置換えして体制の整備を行った。 

《指摘要望事項②》 

  市内におけるリニア実験線の建設工事が開始されたが、工事にともなう土砂運搬道路に

おいては、万全な安全対策を講じられたい。 

《対応措置の内容》 

  山梨リニア実験線工事は、笛吹市内全域で始まっている。各工区から大量の工事残土が搬出

されている。 

  搬出にあたっては、事前に土砂運搬ルートに面している地区全てに説明を行い理解を得てか

らの運行を行った。 

  また、沿線には 6 校の小中学校があるため、学校長に説明を行い安全な運行計画を確認した。

講じられる安全対策は以下のとおりである。 

  1.各工事現場から一般道に車輌が出る時間を午前 8時 30 分以降とし、児童・生徒等の通学時

での安全を確保する。 終運行は午後 5 時 30 分発とする。 

  2.危険な箇所への、交通誘導員の立硝を行なう。 

  3.あらかじめ地域に説明した、定めれれた運行ルートを走行する。 

  4.歩行者の優先、保護及び地元車輌の優先徹底をはかる。 

  5.交通法規及び制限速度を守り走行する。 

  6.過積載とならない適切な管理を行なう。 

  7.リニア車輌であることが認識できるよう車輌の前後にステッカーを提示する。 

  8.運転手の意識向上と住民への周知のためヘッドライトを常時点灯して走行する。 

以上のことを遵守しながら走行を行っている。 

 市でも、上記内容が十分守られているかパトロール等を行ないながら、安全な措置が常に取ら

れているか確認を行なっている。 

《指摘要望事項③》 

年度末に完成が予定されている工事については、予定どおり完成するよう管理監督を徹

底されたい。 
《対応措置の内容》 

  年度末に完成が予定されていた工事が 11 件あった中、地元との調整、打合せもスムーズに行

なわれ、受注者においても工期内完成を徹底し、年度内に全ての工事が予定どおり完成した。 

《指摘要望事項④》 

  伝票の決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 

  チェック機能を強化し記入を行なう。 

 

 

９ 指定事項の回答について 

  本監査において、監査委員が指定した事項（指定事項調書）については、その現

状及び今後の方針が以下のとおり回答された。 
 

【区画整理事務所】 

《指定事項①》 

区画整理事業もほぼ完了に近づいてきているが、現在までの状況と今後の事業予定について 

《現状及び今後の方針》 

本事業は、平成 4 年度から実施し、進捗率は平成 20 年度末現在、事業費で 93.7%、仮換地指

定率 100%、建物移転は事業当初から難航していた建物移転も完了し、100%となった。今後移転

が完了した建物にかかる道路等の公共施設整備工事を平成 22 年度内に完成し、合わせて平成
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24 年度末の換地処分公告までの完了を目指し、出来高確認測量、換地計画、字界変更、登記事

務、換地計画供覧、清算金交付徴収事務等の換地処分にかかる事務を実施して行きます。 

 

【管理総務課】 

《指定事項①》 

市営住宅の耐震診断の状況 

《現状及び今後の方針》 

  昭和 56 年以前に建設された住宅に対して、耐震診断を実施する必要があり、古い木造住宅（耐

用年数 30 年以上経過）のものを除く非木造住宅 20 棟の耐震診断を平成 18 年度に行い、結果、

7 棟が補強不要、5 棟が補強必要、8 棟が改修不可となりました。戸建木造住宅については、退

去時で解体を行っており、補強が必要及び改修不可の住宅については、現在募集を行っており

ません。なお、今後全体的な住宅政策については、総合計画、住宅マスタープラン等、将来を

見通した中で検討していきたいと考えております。 

《指定事項②》 

  市内管理道路の未登記部分の現状把握状況と現在までの登記の進捗状況について 

《現状及び今後の方針》 

平成 18・19 年度に道路協会線調査業務委託を行い約 6,500 箇所の未登記土地と思われる箇所

を確認しました。続いて、道路部表示番地図作成業務委託を平成 20 年度春日居町からはじめ平

成 21 年度一宮町を実施して図面上の箇所を現地を調査し確認している。 

平成 21 年度の未登記分筆測量に係る委託業務は、14 件 24 筆を行い予算 470 万円の内執行額

296 万円です。 

その他関係課の依頼による登記や開発等により寄附をいただき登記事務を行っている。年間

の登記関係の件数は別紙のとおりです。 

 

建設部嘱託登記年度別実績表 

平成 21 年度                      平成２１年１２月３１日現在 

所在 文筆 抵当 名義 所有権 地目 合計 

石和 

（部外） 

５６ 

  ０ 

１１

 ０

１６

 １

 ５９

  ２

  ４ 

  １ 

 １４６

   ４

御坂 

（部外） 

３５ 

２３ 

 ０

 １

 ７

 ２

 ６４

５４０

２１ 

  １ 

 １２７

 ５６７

一宮 

（部外） 

  ６ 

１４ 

 １

 ５

 ６

 ０

 １７

１０６

  ５ 

  ０ 

  ３５

 １２５

八代 

（部外） 

２９ 

  ７ 

 ０

 ２

 ２

 ６

 ３５

 ９８

  ６ 

  ０ 

  ７２

 １１３

境川 

（部外） 

 ６ 

 ３ 

 ４

 ３

 ６

１６

 １０

 １１

  ５ 

  ６ 

  ３１

  ３９

春日居 

（部外） 

 １ 

２６ 

 ０

 ０

 ０

 ３

 １２

 ２２

  １ 

  ３ 

  １４

  ５４

芦川 

（部外） 

  ０ 

  ０ 

 ０

 ０

 ０

 ２

  ０

  ２

  ０ 

７１ 

   ０

  ７５

計 ２０６ ２７ ６７ ９７８ １２４ １４０２

 

【まちづくり整備課】 

《指定事項①》 

緑の基本計画策定事業の進捗状況について 

《現状及び今後の方針》 

  1.緑の基本計画にかかる要綱整備 

   ・緑の基本計画策定委員会要綱の制定 

   ・緑のまちづくり市民会議に関する内規の整備 

    市民会議委員の公募及び決定 

   ・緑の基本計画庁内作業部会に関する内規の整備 
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  2.緑のまちづくり市民会議（ワークショップ）の開催 11/6、12/9 開催 2/17 開催予定 

  3.緑の基本計画にかかる現況調査 

  4.緑の基本計画策定業務委託事業者の選定 

《指定事項②》 

石和温泉駅周辺整備事業の進捗状況について 

《現状及び今後の方針》 

  1.都市再生整備計画の策定、協議 

    県都市計画課 

  2.石和温泉駅周辺検討委員会の開催 

    11/24、12/21、2/26（予定） 

  3.駅前広場・アクセス道路の予備設計 

  4.駅周辺整備事業説明会の開催 

    1/25（国道 140 南側北口周辺土地所有者）、1/26（松本地区）1/28（山岸地区） 

  5.駅舎の基本調査に関する協議 

    ＪＲ東日本等の協議   3 回 

《指定事項③》 

公園遊具等の事故件数（内容も含む）及びその対応について（平成 19 年度～現在まで） 

《現状及び今後の方針》 

  いままでに公園遊具等における事故件数はありません。しかし、各公園に設置されてい

る遊具は年々老朽化しておりますので、事前の事故防止対策として、毎月の点検と年 1 回

の法定点検強化（業者委託）に努めます。 

 

【土木課】 

《指定事項①》 

4 月に工事監査を行った西田川改修工事のその後の進捗状況について（用地買収等の状況） 

《現状及び今後の方針》 

  用地買収については一部の地権者の理解が得られず未買収です。工事については 2 年目

の 終工区として㈱中村工務店に発注しており、契約日 H21.9.10 工期 H21.9.11～H22.3.24

であります。しかしながら道路もない農地内の河川工事であり軟弱地盤又一部は現河川内

に管理用道路を設けるための築造に不測の日数を要した為 3 月議会に繰越明許として上程

し、工事完成が 5 月中旬となる見込みです。 

《指定事項②》 

  地区要望に関する優先順位の対応率が昨年度は 45.2％であったが、本年度の対応率及び対応

率向上のための施策について 

《現状及び今後の方針》 

  本年度の対応率は、42.6％であります。施策としては道路改良の申請について、地権者や区

のご理解と協力を頂きできるだけ補償費の費用を少なくし、工事費に当てできるだけ地区要望

の対応率を上げていきたい。 

《指定事項③》 

  リニア対策事業の現在までの進捗状況と今後の問題点（地区住民対応）について  

《現状及び今後の方針》 

  市内リニア全線で 3 工区のトンネル工事と 3 工区の高架橋等明かり区間工事（笛吹市全区間）

が、地元説明会等を開催し、沿線地区の了解を取り付け工事着工した。今後、渇水地区の水源

補償、家屋、農作物等の日影補償等の問題解決に向けた協議・調整が必要となる。 


